
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

消防局 総務課

消防事務手数料の減免

消防事務手数料条例

第６条

（電話 ６２１－５３６４）

１ 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）を適用された災害におけ
る被災であって、市長が必要と認める証明をするとき。
２ 被災による生活困窮者として、現在地の地区民生委員の証明書があ
るとき。
３ 生活必需用手帳及び証明でり災による再発行申請に添付する証明書
とするとき。
４ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第５
０条第１項の適用が証明されるとき。
５ 徳島市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規
則（昭和４８年規則第２９号）第５条の適用が証明されるとき。
６ 法務局が保管する不動産台帳から、り災建物等を抹消するための申
請に添付する証明書とするとき。
７ 消防事務手数料条例（昭和４２年条例第１９号）第３条第２号にお
ける証明事務に係る手数料を官公署の請求により行う事務とするとき。

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）

標準処理期間 総日数 即日

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）
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